
勤労者会館照明LED化工事

特    記    仕    様    書

現場説明事項による　竣　工　期　限

鶴岡市泉町8番57号

１　工事概要

　工　事　場　所

２　一般事項

　1.特記なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」

　2.工事写真は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領（最新版）による

　（最新版）、「公共建築改修工事標準仕様書」（最新版）による

　3.図面等に記載されていない事項であっても、法規上、現場取合い及び納まりで当然

　　必要と思われる軽微な変更は、担当職員と協議の上で施工する。但し、これによる

　　請負金額の変更は原則として行わない

３　その他

　1.撤去した蛍光灯安定器についてはPCBの含有について調査を行うこと

　

鶴岡市勤労者会館の照明器具をすべてLEDに更新する　工　事　内　容

  2.産廃一時保管場所については、施設管理者と協議を行うこと

　3.通常会館時に工事を行うことから、

　4.金属同士の接合部は同等の材質とし、異種金属との接触がある場合は、

　　電蝕による腐食対策を講じることとする

　  現地調査、施工の際は施設管理者と日程を打合せの上行うこと
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